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私立幼稚園等補助事業に係る連絡調整業務

子）施設運営課

一般社団法人　札幌市私立幼稚園連合会

随意契約の理由（相手方を特定した理由を含む。）

　本業務は、幼児期における子どもの健やかな発達を促進するために対象となる私立幼
稚園及び幼保連携型認定こども園（以下「幼稚園等」という。）に必要な補助を実施す
るための連絡調整業務を行うことを目的としている。現状、二種類の補助金の申請等取
りまとめ業務及び特別支援教育事業に係る研修運営に関する一部業務を委託により実施
している。
　当該事業の対象園となる幼稚園等には、札幌市が主に所管する新制度移行園に加え、
札幌市が所管していない私学助成園も対象に含んでいるが、特に補助金の申請等とりま
とめ業務においては、短期間に調整を行う必要があり、私学助成園とも迅速な連絡調整
が可能であることが必須の条件となる。この点について、（一社）札幌市私立幼稚園連
合会（以下「本団体」という。）のみが市内の私立幼稚園等を統括し、さらに私学助成
園との連絡体制も有していることから、唯一履行可能な者であると判断できる。
　また、特別支援教育事業の補助制度は、対象となる教員に対し、研修受講等の要件を
課しており、これらの研修運営も必要となる。講師依頼等は幼児教育センター（以下
「センター」という。）が行うが、研修の企画等運用においては、前提となる幼児教育
等にかかる基礎知識を有しているほか、センターとの綿密な連携を図ることができる必
要がある。この点において本団体は、幼児教育の振興と保育者の資質向上を図り、幼児
教育のさらなる充実をめざすことを目的として設立され、当該分野に深い知見を有し、
また、センターと同一建物内に事業所を有していることから緊密な連携を図ることがで
き、研修の企画運用においても唯一条件を満たす者と判断できる。
　以上のことから、上記に掲げた業務履行上の要件を全て満たすものは本団体以外には
ないと判断されるため、地方自治法第234 条第２項の規定及び地方自治法施行令第167
条の２第１項第２号により、本団体から見積書を徴して随意契約することが妥当であ
る。
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